
益城町任期付職員採用試験（総合土木・土地区画整理）試験案内 
 
１ 試験職種及び採用予定数等 

職 種 採用予定数 勤務先及び職務内容 

総合土木 

２人程度 

町長部局又は教育委員会等に勤務し、復旧・復興事業を含

む土木関係事業（道路、河川、治山、上下水道等）に係る

設計・積算、工事監督等の専門の技術業務に従事する。 

１人程度 

(土地区画整理事業

経験者) 

町長部局又は教育委員会等に勤務し、益城中央被災市街地

復興土地区画整理事業全般に係る専門業務に従事する。 

 
２ 任期 
 令和７年８月１日から令和９年３月３１日まで（１年８か月間） 
 ※令和７年８月２日以降に、繰り下げて採用されることがあります。（その場合も任期は採用日か

ら令和９年３月３１日までとなります。） 
 ※業務の進捗等により、採用の日から最長５年まで任期が更新される場合があります。 
 
３ 受験資格 
（１）総合土木（次の①、②、③の要件のいずれかを満たす者が受験できます。） 
  ① 令和７年３月末時点で、行政機関、民間企業等における、土木工事（下水道、水道工事含

む。）にかかる設計、施工管理又は土地区画整理事業にかかる設計、積算、施工管理の職務経
験が直近１０年のうち、５年以上有する者 

  ② １級又は２級土木施工管理技士又は技術士（建設部門）の資格を有する者 
  ③ ＲＣＣＭ（上水道及び工業用水道）又は技術士（上下水道部門）の資格を有する者 
  ④ 土地区画整理士の資格を有する者 
 ・職務経験年数の直近１０年の基準日は、令和７年３月３１日現在とし、対象となる期間は「平

成２７年４月１日から令和７年３月３１日まで」です。 
 ・「行政機関、民間企業等における職務経験」とは、公務員、会社員、団体職員、自営業者等とし

て１週間当たりの所定労働時間が３０時間以上従事した期間、かつ、１年以上継続して就業して
いた期間が該当します（ただし、従事・就業した期間には、産前産後休暇期間は含み、育児休業
等の休業期間は除きます。）。 

  これらに該当する職務経験が複数ある場合は、期間を通算することができますが、同一期間内
に複数の業務に従事した場合は、いずれか一方の職務に限って通算することができます。 

  なお、職務経験期間の確認のため、最終合格発表後に職歴証明書等を提出していただきますの
で、提出可能かどうか、あらかじめご確認ください。職務経験期間の証明ができない場合や申込
書の記載事項に虚偽又は不正等があることが判明した場合は、採用されないことがあります。 

 
４ 次の１つに該当する者は、受験できません。 
 ア 日本国籍を有しない者 

 イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 
 ウ 益城町職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 
 エ 日本国憲法の施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊するこ

とを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 
 

５ 試験の日程等 

職 種 第１次試験 第２次試験 

総合土木 
論述審査 

経歴審査 

① 第１次試験は書類選考

により実施します。 

② 第１次試験合格発表日 

 令和７年６月下旬 

人物試験 

① 試験会場：益城町役場 

  日時：令和７年７月上旬 

※集合時間、集合場所等の詳細は

第１次試験合格者に別途連絡しま

す。 

② 第２次試験合格発表 

  令和７年７月中旬予定 

※ 合格発表は、受験者全員に郵便で合否を通知するほか、町ホームページに掲載に掲示します。 

※ 益城町ホームページ（https://www.town.mashiki.lg.jp/） 

 

https://www.town.mashiki.lg.jp/


６ 試験の内容 
（１）第１次試験 

職種 試験種類 試験内容 

総合土木 
論述審査 職務経験により培った知識、識見等に関する記述式による論述審査 

経歴審査 受験資格等の有無、職務経験その他申込書記載事項等についての審査 

 

（２）第２次試験 

 第１次試験合格者について次の試験を行います。 

区 分 試験内容 

人物試験 
職務経験・能力の活用可能性、説得力、判断力、積極性、協調性などについて 

個別面接による口述試験 

 ※ 第１次試験の結果は第２次試験の結果には反映されません。 

 

７ 申込手続等 

申 

 

込 

 

手 

 

続 

申 

込 

先 

益城町役場 総務課 人事係 

〒861-2295 熊本県上益城郡益城町大字宮園 702 番地 電話 096-286-3111 

申 

込 

方 

法 

 以下の書類を益城町役場総務課人事係に郵送又は直接持参してください（郵送する場合

は必ず特定記録郵便にし、封筒の表に「任期付職員申込（職種：総合土木）」と朱書してく

ださい。）。 

 ① 益城町任期付職員採用試験申込書 【様式１】 

 ② 職務経歴書 【様式２】 

 ③ 益城町任期付職員採用試験写真票・受験票 【様式３】 

  ・写真票の写真（申込み前３か月以内に撮影したもので、本人と確認できるもの。縦

４㎝、横３㎝程度）は、裏面に氏名と生年月日を記入して所定の箇所に貼ってくださ

い。 

  ・受験票は氏名を記入した上で切り取り、官製ハガキの裏に貼り、はがきの表には郵

便番号、住所、氏名を記入してください。 

 ④ 課題論述書【様式４】 

  ・添付している様式４に手書きで記入してください。 

  ・ワープロ書きや他の用紙での作成は不可です 

 （課題）・・・総合土木 

  「あなたがこれまで行政機関、民間企業等で携わった職務内容や職務経験を記述した

上で、その職務経験等を熊本地震からの復旧・復興業務を含む益城町の業務にどのよう

に活かせると考えるかについて、具体的に述べてください。」 

 ⑤ 第１次試験結果通知送付用の封筒１通（長型３号封筒（120 ㎜×235 ㎜）に、受験者

の宛名（郵便番号、住所及び氏名）を記載し、１１０円切手を貼付したもの） 

 ⑥ 「３ 受験資格」（１）②、③の資格を有する者として受験される方は、当該資格を

証明する書類等の写し 

受 

付 

期 

間 

 令和７年６月２日（月）から令和７年６月１８日（水）まで 

持参 
 受付時間 午前８：３０～午後５：００ 

 ※土曜日、日曜日及び祝日は受け付けできません。 

郵送  令和７年６月１８日（水）までの消印があるものに限り受け付けます。 

受験票 

の交付 

受付期間終了後、郵送しますが、令和７年６月２５日（水）までに届かないときは、至

急、総務課人事係まで問い合わせてください。 

［注意］ １ 受験票は、受付期間終了後郵送しますが、受験票の交付後は、試験についての問い

合わせ等に受験番号が必要ですので、受験番号は別に控えておいてください。 

     ２ 受験票を紛失した場合は、必ず益城町総務課人事係へ連絡してください。 

 



８ 合格から採用まで 
（１）この試験の第２次試験合格者を最終合格者とする。 

 

（２）初任給は、学歴、職務経験年数とその職務内容等に応じ、益城町一般職の職員の給与に関す

る条例等の規定に基づき個別に決定します。その額は概ね以下の表を参照 

参 考 例 給料月額 

採用時５５歳（大学卒業後、民間企業等職務経験３３年） ３４万円程度 

採用時４５歳（大学卒業後、民間企業等職務経験２３年） ３２万円程度 

採用時３５歳（大学卒業後、民間企業等職務経験１３年） ２６万円程度 

  なお、このほか条例等の定めにより、期末手当、勤勉手当、通勤手当等が支給されます。 

 

９ 試験結果の開示について 
  この試験結果については、受験した本人にのみ開示を行います。開示場所、開示内容等につい

ては次のとおりで、電話、郵便等による請求は一切受け付けません。 

  なお、開示請求の際は、受験票又は合否通知書及び本人と確認できるもの（運転免許証等）を

持参してください。 

 

試 験 開示を請求できる人 開示内容 開示期間 開示場所 

第１次試験 第１次試験受験者 
総合順位 

総合得点 

合格発表の翌日から

１か月間 

（土、日、祝日を除

く。午前８時３０分

から午後５時まで） 

益城町役場 

総務課人事係 
第２次試験 第２次試験受験者 

 

10 試験についての問い合わせ先 
  益城町役場 総務課 人事係 電話 096-286-3111（内線 211） 

  〒861-2295 熊本県上益城郡益城町大字宮園 702 番地 


